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指指定定医医制制度度のの概概要要等等ににつついいてて 
 
 
１１  指指定定医医制制度度 
 
（（１１））指指定定医医制制度度ににつついいてて 
 
    ○○手手帳帳取取得得にに不不可可欠欠なな診診断断書書 
   身体に障害のある方は指指定定医医のの診診断断書書をを必必ずず添添付付しし、、区区市市町町村村をを経経由由

ししてて都都知知事事にに身身体体障障害害者者手手帳帳のの交交付付申申請請をを行行いいまますす。。 
 
    ○○障障害害者者へへのの福福祉祉ササーービビスス供供給給にに不不可可欠欠なな診診断断書書 
   認定した等級に基づき、障害者の自立と社会参加を促進する様々な福 

祉サービスが供給されます。その認定は指指定定医医のの診診断断書書にに基基づづいいてて審審査査しし
まますす。。 

 
    ○○診診断断書書のの的的確確なな記記載載 

 上記のことから、「「指指定定医医のの診診断断書書はは障障害害者者ににととっってて非非常常にに重重要要ででああ
るる」」とといいううここととががでできき、、診診断断書書のの作作成成にに当当たたっっててはは「「身身体体障障害害者者診診断断書書
作作成成のの手手引引きき」」にによよりり所所要要のの事事項項ににつついいてて的的確確にに記記載載ししててくくだだささいい。。 

 
 
（（２２））指指定定医医ととししててのの心心構構ええ 
 
  ○○指指定定医医のの診診断断ににつついいてて 
   指定医は診断書作成をすることができると同時に、指定医として診断の

責務もあります。受診を希望されたときは、できるだけ診断書作成にご協
力願います。 
なお、検査ができない等の理由で診断書が作成困難な場合は、他の指定

医を紹介する等、ご協力願います。 
また、再認定のための診断で、非該当になる場合でも診断書が必要にな

る場合がありますので、ご協力願います。 
 
    ○○指指定定医医のの届届出出義義務務 
   診断に従事する医療機関等に変更があった場合や診療をやめる場合な

どには、速やかに所定の様式で区市町村長（福祉事務所長）を経由して知
事に届届出出をを行行っっててくくだだささいい。。 

 
 

- 99 - 



 

身 体 障 害 者 

東京都社会福祉審議会 
身体障害者福祉分科会 

２２  身身体体障障害害者者手手帳帳審審査査ななどどのの流流れれ 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（（注注１１））東東京京都都社社会会福福祉祉審審議議会会にに諮諮問問すするるケケーースス  

              ・法別表に掲げる障害には該当しないもの 
              ・障害等級が更新されているとは認められないもの 
              ・障害等級意見に疑義があるものに限られる 
 
        ((注注２２））  障障害害再再認認定定 

                再再認認定定対対象象者者は、原則として別表「身体障害者福祉法施行規則第３条の規 

定による疾患・症例一覧」で再認定が必要とされている疾患・症例に該当

する者とする。ただし、進行性の病変による障害を有し、将来、障害程度

の重度化が予想される者は本条の再認定対象者とはしない。再再認認定定診診査査のの

期期日日は身体障害者手帳交付時から１年以上５年以内とする。                
                    

        ((注注３３））  指指定定医医のの指指定定内内容容変変更更ななどどのの届届出出ににつついいててはは、、区区市市町町村村がが窓窓口口ととななっってて

おおりりまますす。。（（届届出出様様式式･･････次次ペペーージジ参参照照））

区市の福祉事務所 

町村の障害福祉担当課 

③手帳（再）交付申請 

⑥手帳交付 

身体障害者福祉法 
第１５条指定医 東京都知事 

（心身障害者福祉センター） 

①
受 

診 

②
診診
断断
書書
交
付 

④
手
帳
交
付
申
請 

進 
 

達 
⑤
手
帳
交
付
決
定 

送 
 

付 

審審
査査  

・ 文文書書照照会会  

・ 指指定定医医講講習習会会  

・ 診診断断書書作作成成のの手手引引

きき等等のの情情報報提提供供  

諮諮問問（非該当・等級に疑義） 
答申 
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様式６  

指 定 内 容 変 更 届 

                                                           年    月    日  

     東京都知事                殿  

 
                                    診療科名                 
                                    担当科目        の診断、     の診断 
                                    医師氏名                        ○印  
 
    身体障害者福祉法第１５条第１項に規定する医師の指定内容について、下記の  
 とおり変更したので届け出ます。  

記  
 

変 更 事 項 
診 療 に 従 事 す る 

医 療 機 関 の 名 称 

所 在 地 

及 び 電 話 番 号 

 

医 師 氏 名   

変    更    前 

①   
 

①   
（電話番号：   -    -    ）  

②   
 

②   
（電話番号：   -    -    ）  

③   
 

③   
（電話番号：   -    -    ）   

変    更    後 

①  
 

① 
（電話番号：   -    -    ）  

②  
 

② 
（電話番号：   -    -    ）  

③ 
 

③ 
（電話番号：   -    -    ）  

変 更 年 月 日          年    月    日  

変 更 理 由  

 

（記入上の注意）  
１ ２箇所以上の医療機関において指定されている場合は、診療に従事する全ての

医療機関の名称、診療科名及び所在地を併記すること。  
２ 氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。  
３ 届出内容について確認することがあるので、事務担当者の所属、氏名及び連絡

先を記入すること。 

担当者所属・氏名                （連絡先）             
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３ 指定医に関する Q&A 
 

（１）勤務する医療機関が変わる場合の手続きを知りたい 

  （八王子市を除く都内医療機関） 

 原則として、変わった先の医療機関の所在地を管轄している区市町

村に、変更届をご提出ください。 

 なお、区市町村の窓口で届出を受理した時点から、変更後の医療機

関で作成された診断書が有効となります。 

 変更の手続きが完了しましたら「指定内容変更確認書」を東京都か

らお送りします。なお、「指定内容変更確認書」をお待ちいただかなく

とも、変更手続きをとられている場合は、診断書は有効です。 

    変更届は受理したものから順番に処理しております。お時間を要する
場合もございますのでご了承ください。 

 

（２）勤務する医療機関が変わる場合の手続きを知りたい 

  （都外医療機関及び八王子市に存する医療機関） 

 東京都外の医療機関に転出され、都内の医療機関では診断書を作成

しない場合は、指定内容の変更ではなく、指定の辞退となりますので、

変更届ではなく辞退届を、指定を受けていた医療機関の所在地を管轄

している区市町村にご提出ください。 

 なお、都の指定を受けていたとしても、他道府県では新規申請の扱

いとなります。具体的な手続き等については、転出先の道府県にお尋

ねください。 

 他道府県へ転出し、今後東京都に戻る予定がある場合は、辞退届は

提出せず、その旨をファクシミリ等でお知らせください。指定医師名、

指定医師登録番号（わかれば）、指定科目、直近の登録してある病院名、

診療科名、担当者名、担当者連絡先を記載ください。※様式は自由で

す。 

 

（３）新たに診断書を作成する医療機関を増やしたい場合の手続きを知りた

い 

 原則として、新たに診断書を作成する医療機関の所在地を管轄して

いる区市町村に、変更届をご提出ください。その際、変更届には、診

断書を作成する都内の医療機関を全て記載してください。新たに診断

書を作成する医療機関のみが記載されていると、それまで診断書を作

成していた医療機関では診断書を作成できなくなります。 
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（４）診断書を作成する医療機関を減らしたい場合の手続きを知りたい 

 原則として、診断書を作成しなくなる医療機関の所在地を管轄して

いる区市町村に、変更届をご提出ください。その際、変更届には、変

更届提出後も診断書を作成する都内医療機関を全て記載してください。

診断書を作成する都内の医療機関がなくなる場合は、変更届ではなく

辞退届を提出していただくことになります。 

 

（５）指定内容の変更手続きを忘れていた場合の手続きを知りたい 

   早急に変更届をご提出ください。そのままでは作成した診断書が無効

になります。 

 

（６）指定書を紛失してしまい、再発行してほしい場合はどうすればよいか 

   知事公印が押印された指定書は再発行できません。必ず大切に保管し

てください。 

 

（７）様式等をダウンロードしたい 

様式等が掲載されているサイトは以下のとおりです。 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/jigyo/ishishitei.html 
※「東京都福祉保健局 15 条指定医」で検索 
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４４  診診断断書書作作成成上上のの主主なな留留意意事事項項 
 
 
（（１１））二二種種類類以以上上のの障障害害  

 種種別別のの違違うう障障害害がが二二つつ以以上上ああるる場合は、各々の障害についてそそれれぞぞれれ担担当当
すするる指指定定医医の診断書が必要である。 

 

（（２２））「「永永続続すするる」」障障害害  

 法別表に規定する「「永永続続すするる」」障障害害とは、原則としてその障害が将来とも回
復する可能性が極めて少ないものであれば良く、必ずしも将来にわたって障害
程度が不変のものに限らないものとする。                              
          
（（３３））乳乳幼幼児児にに係係るる障障害害認認定定  

 乳乳幼幼児児にに係係るる障障害害認認定定は、障害の種類に応じて、障害の程度を判定すること
が可能となる年齢（概ね満３歳）以降に行うこととする。しかし、３才未満に
おいても四肢の欠損等身体機能の障害が明らかな場合は、障害認定を行うこと
とする。 

 ただし、本認定基準は主として１８歳以上のものを想定していることから、
児児童童のの場場合合そそのの年年齢齢をを考考慮慮ししてて妥当と思われる等級を認定する。この場合、
治療や訓練を行うことによって将来障害が軽減すると予想される時は、残存す
ると予想される障害の限度でその障害を認定することとする。 

                          
（（４４））加加齢齢現現象象やや意意識識障障害害をを伴伴うう身身体体障障害害  

 加加齢齢現現象象にに伴伴うう身身体体障障害害及及びび意意識識障障害害をを伴伴うう身身体体障障害害については、法に言
う「更生」が経済的、社会的独立のみを意味するものではなく、日常生活能力
の回復をも含む広義のものであるところから、日常生活能力の回復の可能性又
は身体障害の程度に着目し障害認定を行うこととする。                    
              
 なお、意意識識障障害害をを伴伴うう身身体体障障害害の場合、その障害認定については常時の医学

的管理を要しなくなった時点で行うものとする。 

                                
（（５５））知知的的障障害害等等  

 身体障害の判定にあたっては、知知的的障障害害等等の有無に係わらず、法別表に掲げ
る障害を有すると認められる者は法の対象として取り扱うものとする。ただし、
身体の障害が明らかに知知的的障障害害等等にに起起因因すするる場合は、身体障害として認定しな

いこととする。        
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５５  障障害害等等級級のの認認定定方方法法  
 
                                                        
（（１１））二二つつ以以上上のの障障害害のの重重複複 
  二二つつ以以上上のの障障害害がが重複する場合の障害等級は、重複する障害の合合計計指指数数に
応じて、次により認定することとする。 
                                   
 

 合計指数 認定等級  

 １８以上 
 １１～１７ 
 ７～１０ 
 ４～６ 
 ２～３ 
 １ 

１ 級 
２ 級 
３ 級 
４ 級 
５ 級 
６ 級 

 
 
 
（（２２））  合合計計指指数数のの算算定定方方法法                                                                                  
                   
        アア  合合計計指指数数算算定定のの基基本本 
     合合計計指指数数は、次の等級別指数表により各々の障害の該当する等級の

指指数数をを合合計計したものとする。                              
 
 

 障害等級 指 数  

１ 級 
２ 級 
３ 級 
４ 級 
５ 級 
６ 級 
７ 級 

 １８ 
 １１ 
 ７ 
 ４ 
 ２ 
 １ 
 ０．５ 
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       イ 同同一一のの上上肢肢又又はは下下肢肢のの重重複複障障害害のの合合計計指指数数算算定定 
          同同一一のの上上肢肢又又はは下下肢肢にに重重複複ししてて障障害害ががああるる場場合合の当該一上肢又 
    は一下肢に係る合計指数は、機能障害のある部位（機能障害が２  
    か所以上ある時は上位の部位とする。）から上肢又は下肢を欠いた 

    場合の障害等級に対応する指数の値を限限度度ととすするる。。                  
                                            
      （（例例１１））                                                                                                                  
                  
        右上肢のすべての指を欠くもの  ３級  等級別指数 ７          
        
        右上肢の手関節の全廃      ４級  等級別指数 ４          
        
                                                      合 計   １１          
       

上記の場合、指数の合計は１１となるが次の障害の指数が限度となる 
ため合計指数は７となる。                                                    

        
        右上肢を手関節から欠くもの   ３級  等級別指数 ７         
        
 
      （（例例２２））                                                                                                                  
                  
        左上肢の肩関節の全廃            ４級  等級別指数 ４ 
                  
          〃    肘関節   〃                   ４級       〃      ４ 
                
          〃    手関節   〃               ４級      〃        ４ 
                 

合 計    １２   
 

       上記の場合、指数の合計は１２となるが次の障害の指数が限度とな 
   るため合計指数は１１となる。                                             
              
        左上肢を肩関節から欠くもの   ２級  等級別指数 １１        
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（（３３））  音音声声機機能能障障害害、、言言語語機機能能障障害害及及びびそそししゃゃくく機機能能障障害害のの重重複複 

 音音声声機機能能障障害害、、言言語語機機能能障障害害及及びびそそししゃゃくく機機能能障障害害のの重重複複ににつついいててはは指指数数
をを合合計計ででききなないい。。                                                                                                   
 
 
（（４４））体体幹幹機機能能障障害害とと下下肢肢機機能能障障害害のの重重複複 

  体体幹幹機機能能障障害害とと下下肢肢機機能能障障害害はは原則として指指数数をを合合計計ししなないい。。例えば、神
経麻痺で起立困難なもの等については体幹及び下肢の機能障害として重複認
定すべきではなく、体幹又は下肢の単独の障害として認定するものである。  
                                                        
 
（（５５））聴聴覚覚障障害害とと音音声声・・言言語語機機能能障障害害のの重重複複   

 聴聴覚覚障障害害とと音音声声・・言言語語機機能能障障害害がが重重複複する場合は、指指数数をを合合計計ししてて差し支
えない。例えば、聴力レベル100ｄＢ以上の聴覚障害（２級指数１１）と音声・
言語機能の喪失（３級指数７）の障害が重複する場合は１級（合計指数１８）
とする。  
 
 
（（６６））７７級級のの障障害害 

 ７７級級のの障障害害はは１１つつののみみでではは法法のの対対象象ととははななららなないいが、７級の障害が２つ以
上重複する場合または７級の障害が６級以上の障害と重複する場合は、法の対
象となるものである。７級の障害は、等級別指数を０．５とし、６級以上の障

害と同様に取り扱って合計指数を算定する。                                    
                
 
（（７７））  障障害害等等級級のの記記載載 

 指数加算方式により障害程度認定を行う必要があると認める場合には、診断
書総括表中の①障害名欄の余白に各障害部位別に障障害害程程度度等等級級のの意意見見をを記記載載
すするるこことと。。                                                           
  
      （例）総合等級２級の場合  左全手指切断  （３級）                
      
                                    右足関節機能全廃（５級）                
      

                                 右肩関節機能全廃（４級）                
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東京都社会福祉審議会 

身体障害者福祉分科会 

６６  文文書書照照会会・・審審議議会会へへのの諮諮問問 
 
（（１１））文文書書照照会会・・審審議議会会へへのの諮諮問問ななどどのの流流れれ 
 診断書の記載内容に不明点があるときは、東京都から改めて照照会会すするることが
ある。また、障害等級の認定が困難な診断書及び法別表に該当しないと思われ
る診断書については、東東京京都都社社会会福福祉祉審審議議会会にに諮諮問問して決定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）東京都社会福祉審議会の審議の結果、なお、その障害が法別表に掲げ

るものに該当するか否か疑義があるときは、厚厚生生労労働働大大臣臣にに障障害害認認定定をを
求求めめるることとする。 

 
 
 
（（２２））文文書書照照会会票票のの例例 
 次頁以降を参照。 
 

・ 文文書書回回答答  

・ 診診断断内内容容のの

訂訂正正、、補補足足  

・ 追追加加資資料料  

（（・・  電電話話回回答答  ））  

 ・・文文書書照照会会  

（（・・電電話話照照会会  ））  
身体障害者福祉法 

第１５条指定医 東京都知事 

（心身障害者福祉センター） 
審審  

  

査査  

答答  申申  
諮諮問問（（非非該該当当・・等等級級にに疑疑義義））  
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診断書・意見書の照会票 

手帳申請者氏名 ○○ ○○ 生 年 月 日 昭和○○年○○月○○日 

手帳申請者住所 ○○○○○○○○ 
診 断 年 月 日 令和○○年○○月○○日 
 
 
 
照 会 内 容 

 

本診断書では、心臓機能障害３級とのご意見ですが、障害認定の基本とな

る検査指標を見ますと 
・ 心電図所見等では、「陳旧性心筋梗塞 有」で１項目該当しますが、 
・ 活動能力の程度は、ウウで４級相当であることから 
総合的には、４級相当と思われますがいかがでしょうか。 
 
 お忙しいところ恐縮ですが、以上ご検討のうえ、ご回答をお願いいたしま

す。 

 
 
 

ご 回 答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 再度等級ご意見をお願いいたします 

 
 心臓機能障害      級 

 
 
令和   年  月  日  
 

指定医名（自署）            
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